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パブリックコメントの進め方
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● ダム事業の検証に係る検討の対応方針決定による見直し

東日本大震災を踏まえ、広域地盤沈下を考慮した計画高水位を再設定と、北上運

河、東名運河の災害復旧事業を整備計画に位置付けるための変更

ダム事業の検証に係る検討の対応方針に対応した、洪水調節施設の整備に関する

事項、流水の正常な機能の維持及びかんがい用水補給施設の整備に関する事項の

変更

●東日本大震災に係る復旧計画による見直し

●その他の事項による修正

現行の鳴瀬川水系河川整備計画に記載している統計データ等の時点修正及び水防

法改正に伴う記載内容等の修正

【大臣管理区間】 【知事管理区間】

【知事管理区間】

【大臣管理区間】 【知事管理区間】



①意見箱の設置にて（素案の閲覧）
【変更素案】は、北上川下流河川事務所、宮城県、関係自治体で閲覧ができるようにします。
なお、パブリックコメントを開始することについて、記者会等へ投げ込みを行います。

＜大臣管理区間＞
・国機関（６箇所） 北上川下流河川事務所、大崎出張所、鹿島台出張所、鳴瀬出張所、涌谷出張所

鳴瀬川総合開発調査事務所
・県機関（４箇所） 宮城県庁、北部土木事務所、東部土木事務所、大崎地方ダム総合事務所
・自治体（８箇所） 石巻市、大崎市、東松島市、加美町、美里町、色麻町、涌谷町、松島町

＜知事管理区間＞
・国機関（６箇所） 北上川下流河川事務所、大崎出張所、鹿島台出張所、鳴瀬出張所、涌谷出張所

鳴瀬川総合開発調査事務所
・県機関（６箇所） 宮城県庁、仙台土木事務所、北部土木事務所、東部土木事務所、

仙台地方ダム総合事務所、大崎地方ダム総合事務所
・自治体（１３箇所） 石巻市、東松島市、大崎市、松島町、大和町、大郷町、富谷町、色麻町、

加美町、涌谷町、美里町、大衡村、仙台市

②ホームページにて
北上川下流河川事務所及び宮城県のホームページで整備計画【変更素案】を公開し、意見の書き込み
欄を設け意見を伺います。
※アドレス：北上川下流河川事務所（http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/）

宮城県（http://www.pref.miyagi.jp/）

③ＦＡＸにて
北上川下流河川事務所及び宮城県のホームページからＦＡＸ様式により意見を伺います。
※ＦＡＸ：北上川下流河川事務所 0225-94-9857、宮城県河川課 022-211-3197）

パブリックコメントの進め方
【意見募集方法】
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パブリックコメントの進め方

◆インターネットによる意見募集◆記者発表（投げ込み）

◆変更素案（閲覧用）設置状況

＜前回の整備計画変更時状況＞
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パブリックコメントの進め方
【意見募集用紙】

◆ＨＰ・意見箱 意見募集用紙 ◆ＦＡＸ 意見募集用紙
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